
                    

 

 

 

１． 基本料金（利用料） お支払い頂く利用料金は以下の通りです 
 

（１）【要介護１～要介護５の場合】 

料金は、一回ごとの金額です。（金額は目安として参考にしてください） 

 
利用料金 

（介護報酬額） 

利用者負担割合 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

身体介護 

２０分以上 

３０分未満 
２，８５０円 ２８６円 ５７１円 ８５５円 

３０分以上 

１時間未満 
４，５１４円 ４５２円 ９０３円 １，３５５円 

１時間以上 

１時間３０分未満 
６，６００円 ６６０円 １，３２０円 １，９８０円 

以降３０分を 

増すごとに 
９５７円を追加 ９６円を追加 １９２円を追加 ２８８円を追加 

身体介護に

引き続き生

活援助を行

った場合 

２０分以上 ７６３円 ７７円 １５３円 ２２９円 

４５分以上 １，５２７円 １５３円 ３０６円 ４５９円 

７０分以上 ２，２９１円 ２３０円 ４５９円 ６８８円 

生活援助 
４５分未満 ２，０８６円 ２０９円 ４１８円 ６２６円 

４５分以上 ２，５６５円 ２５７円 ５１３円 ７７０円 

 

通院等 

乗降介助 
 １，１２８円 １１３円 ２２６円 ３３９円 

夜間及び 

早朝 
6：00～8：00 
18：00～22：00 

基本料金 

×１２５％ 

利用者負担額 

×１２５％ 

利用者負担額 

×１５０％ 

利用者負担額 

×１７５％ 

２人訪問  
基本料金 

×２００％ 

利用者負担額 

×２００％ 

利用者負担額 

×４００％ 

利用者負担額 

×６００％ 

特定事業所 

加算（Ⅰ） 
 

基本料金 

×１２０％ 

利用者負担額 

×１２０％ 

利用者負担額 

×１４０％ 

利用者負担額 

×１６０％ 

特定事業所 

加算（Ⅱ） 
 

基本料金 

×１１０％ 

利用者負担額 

×１１０％ 

利用者負担額 

×１２０％ 

利用者負担額 

×１３０％ 

特定事業所 

加算（Ⅲ） 
 

基本料金 

×１１０％ 

利用者負担額 

×１１０％ 

利用者負担額 

×１２０％ 

利用者負担額 

×１３０％ 

特定事業所 

加算（Ⅳ） 
 

基本料金 

×１０５％ 

利用者負担額 

×１０５％ 

利用者負担額 

×１１０％ 

利用者負担額 

×１１５％ 

特定事業所 

加算（Ⅴ） 
 

基本料金 

×１０３％ 

利用者負担額 

×１０３％ 

利用者負担額 

×１０６％ 

利用者負担額 

×１０９％ 

 

 

介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は、全額自己負担となります。 
 



                    

 

 

 
（２）加算及び減算料金 

 
利用料金 

（介護報酬額） 

利用者負担割合 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

初回加算 ２，２８０円 ２２８円 ４５６円 ６８４円 

生活機能向上連携加算（Ⅰ） １，１４０円 １１４円 ２２８円 ３４２円 

生活機能向上連携加算（Ⅱ） ２，２８０円 ２２８円 ４５６円 ６８４円 

認知症専門ケア加算（Ⅰ） ３４円 ４円 ７円 １１円 

認知症専門ケア加算（Ⅱ） ４５円 ５円 １０円 １４円 

緊急時訪問介護加算 １，１４０円 １１４円 ２２８円 ３４２円 

同一建物に２０人以上減算 基本料金 基本料金×10％ 基本料金×20％ 基本料金×30％ 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） ※1 介 護 報 酬 総 単 位 数 × １３．７％ × １１．４ 

介護職員特定処遇改善加算（Ⅱ）※１ 介 護 報 酬 総 単 位 数 × ４．２％ × １１．４ 

※1 : 自己負担金は、計算式から算出された金額の 1割、２割、３割です。 

介護保険の対象であっても、保険料の滞納等により、法定代理受領ができなくな

る場合があります。この場合は一旦１か月あたり上記該当金額を頂き、サービス提

供証明書を発行いたします。このサービス提供証明書を後日足立区の窓口に提供し

ますと、差額の払い戻しを受けることが出来ます。 

（３）第一号訪問事業（令和３年６月１日改定） 

  基本料金 
 

①緩和型サービス（週１回利用） 

対象者 
一回あたりの利用料金 

（介護報酬額） 

一回あたりの自己負担金 

１ 割 負 担 ２ 割 負 担 ３ 割 負 担 

要支援１ 

要支援２ 

身体介護 ３，１１２円 

生活援助 ２，８１５円 

身体介護 ３１２円 

生活援助 ２８１円 

身体介護 ６２３円 

生活援助 ５６１円 

身体介護 ９３４円 

生活援助 ８４２円 

介護報酬単価の計算上、実際の請求金額と差が出る場合があります。 
初回加算や処遇改善加算などの各種加算は、請求上限金額には含みません。 
身体介護、生活支援（サポートサービス）の組み合わせは可能。 

 
 
②緩和型サービス（週２回利用） 

対象者 
一回あたりの利用料金 

（介護報酬額） 

一回あたりの自己負担金 

１ 割 負 担 ２ 割 負 担 ３ 割 負 担 

要支援１ 

要支援２ 

身体介護 ３，１１２円 

生活援助 ２，８１５円 

身体介護 ３１２円 

生活援助 ２８１円 

身体介護 ６２３円 

生活援助 ５６１円 

身体介護 ９３４円 

生活援助 ８４２円 



                    

 

 

介護報酬単価の計算上、実際の請求金額と差が出る場合があります。 
初回加算や処遇改善加算などの各種加算は、請求上限金額には含みません。 
身体介護、生活支援（サポートサービス）の組み合わせは可能。 

 
 
③緩和型サービス（週３回利用） 

対象者 
一回あたりの利用料金 

（介護報酬額） 

一回あたりの自己負担金 

１ 割 負 担 ２ 割 負 担 ３ 割 負 担 

要支援２ 
身体介護 ３，１１２円 

生活援助 ２，８１５円 

身体介護 ３１２円 

生活援助 ２８１円 

身体介護 ６２３円 

生活援助 ５６１円 

身体介護 ９３４円 

生活援助 ８４２円 

介護報酬単価の計算上、実際の請求金額と差が出る場合があります。 
初回加算や処遇改善加算などの各種加算は、請求上限金額には含みません。 
身体介護、生活支援（サポートサービス）の組み合わせは可能。 

 
（４）加算及び減算料金 

 
利用料金 

（介護報酬額） 

利用者負担割合 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

初回加算       ※１ ２，２８０円 ２２８円 ４５６円 ６８４円 

生活機能向上連携加算（Ⅰ）※１ １，１４０円 １１４円 ２２８円 ３４２円 

生活機能向上連携加算（Ⅱ）※１ ２，２８０円 ２２８円 ４５６円 ６８４円 

同一建物に２０人以上減算 基本料金 基本料金×10％ 基本料金×20％ 基本料金×30％ 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

要支援1・２（週1回利用）  
１，８３５円 １８４円 ３６７円 ５５１円 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

要支援1・２（週2回利用） 
３，６７０円 ３６７円 ７３４円 １，１０１円 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

要支援２（週3回） 
５，８２５円 ５８３円 １，１６５円 １，７４８円 

介護職員特定処遇改善加算（Ⅱ） 

要支援1.2（週1回利用） 
５５８円 ５６円 １１２円 １６８円 

介護職員特定処遇改善加算（Ⅱ） 

要支援1・２（週2回利用） 
１，１２８円 １１３円 ２２６円 ３３９円 

介護職員特定処遇改善加算（Ⅱ） 

要支援２（週3回利用） 
１，７８９円 １７９円 ３５８円 ５３７円 

※１：１月に１回算定 

 

 

（５）キャンセル料 

要支援１及び要支援２の方は、キャンセル料の発生はございませんが、キャンセ

ルが継続した場合は、サービス内容の見直しをお願いする場合がございます。 

➀ 利用日の前日１７時までに連絡を頂いた場合 無料 

➁ 利用日の前日１７時以降～当日(訪問時の不在を含む) １，０００円 



                    

 

 

 ※緩和型サービス利用の方は➁の場合キャンセル料が発生します。 

 

（６）その他自己負担料金(生活保護の方も実費が必要です) 

 内容 自己負担額 

光 熱 水 費 

利用者の住まいで、サービスを提

供するために使用する、水道、ガス、

電気等の費用 

全額自己負担 

交 通 費 

通院等に必要な交通費(訪問介護

員が退院のお迎え等で病院まで迎え

に行く費用も含みます) 

実費(利用交通機関

は、前もって相談を

させて頂きます。) 

待 機 等 

通院介助等で、ヘルパーの病院で

の待機を希望される場合(介護保険

に該当しない内容のサービスに限り

ます。) 

３０分につき 

１，２５０円 

文 書 複 写 費 １枚につき １０円 

証明書・文書 

作 成 料 
１種類につき ２００円 

開 示 手 数 料 １種類につき ５００円（税別） 

 

（７）支払方法 

事 業 者 名 ヘルパーステーション扇 

口 座 振 替 郵便局自動引落とし 

振 込 やむを得ない場合に限る 

現 金 やむを得ない場合に限る 

料 金 請 求 指 定 日 翌月１５日まで 

料 金 支 払 指 定 日 翌月２０日まで 

※手数料は、利用者負担となります 

 


